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  【お問い合わせ先】業務第一グループ 

電  話 ０３－６８５３－６１１１ （自動音声案内 ２番→２番を選択） 
受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日・祝日・年末年始を除く）      
住  所 〒164-8540 東京都中野区中野4-10-2中野セントラルパークサウス７階 H29.2 

会社を退職しても、そのま
まずっと健康保険証が使え
ると思っていたけれど、新
たに健康保険加入の手続き
が必要だった…！ 



返 しましょう、健康保険証 

     扶養ご家族の分も含め、お勤め先にお返しください 

う っかり、こんな思い込み 
× 「新しい健康保険証が届くまで使えるだろう」 
× 「病院で何も言われなかったから平気だろう」 
× 「月途中の退職だから、月末までは使えるだろう」 

そ の分の医療費は返還していただきます 

■使用できない無効な健康保険証で医療機関を受診したとき 

医療機関 本人協会けんぽ

健康保険の資格が無い
健康保険証を提示

3,000円支払
（３割）

有効でない
支払い

7,000円支払
（７割）

7,000円の返還請求をします。

返還金発生理由 

資格喪失後の手続き 

再就職の場合 

ご家族様の被扶養者に
なれる場合 

国民健康保険ご加入の場合 

再就職先を通じて交付を受けた健康保険証を
ご使用ください。 

ご家族様がお勤めの会社を通じて交付を受け
た健康保険証をご使用ください。 

住所地の市役所・区役所で加入手続きを行い
交付を受けた健康保険証をご使用ください。 

■退職したとき【翌日から使用できません】 
■社会保険の適用を外れたとき【翌日から使用できません】 

任意継続健康保険に 
加入する場合 

一定の加入要件があります。詳しくは、 
協会けんぽホームページまたはお住まいの 
都道府県支部までお問い合わせください。 

退職などで資格を喪失した日以降は、すみやかに健康保険の切り替え手続きを行い、次の健康
保険の加入資格で受診となります。 
切り替え後の健康保険は、以下のとおりです。 
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